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第７６回全国治水期成同盟会連合会通常総会を開催 

 

令和６年５月３１日（金）１５時から、

砂防会館シェーンバッハ・サボー（東京都

千代田区）において、第７６回 通常総会を

国土交通省 小笠原 憲一 水管理・国土保全

局次長はじめ水管理・国土保全局幹部の皆

様を来賓にお迎えして、会員２７０名（１

種会員３９団体、２種会員７４団体、市町

村長９７名）の参加をいただき開催しまし

た。 

主催者の脇 雅史会長の挨拶に続いて、ご

来賓の小笠原 憲一水管理・国土保全局次長

に挨拶を賜り、議事に入りました。議事は、

第１号議案令和５年度事業報告及び第２号

議案令和５年度収支決算の承認を求める件

を一括審議しいただき、原案のとおり議決

いただきました。次に、第３号議案令和６

年度事業計画（案）の承認を求める件及び

第４号議案令和６年度収支予算（案）の承

認を求める件を一括審議いただき、原案の

とおり議決いただきました。続いて、第５

号議案役員等改選等に伴う就任について承

認を求める件につき審議いただき、原案の

とおり議決いただき、閉会いたしました。 

 多くの会員の皆様にご出席いただき、あ

りがとうございました。 

 なお、総会開催に先立ち、「水道行政の移

管等について」と題して国土交通省 石井 

宏幸大臣官房参事官（上下水道技術担当）

並びに「流域治水の実践について」と題し

て奥田 晃久水管理・国土保全局治水課長か

ら特別講演をいただきました。 
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開会挨拶 脇 雅史 会長 来賓挨拶 小笠原 憲一 水管理・国土保全局次長 

特別講演 石井 宏幸 大臣官房参事官 特別講演 奥田 晃久 治水課長 
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令和６年度通常総会 市町村長出席者名簿 

（敬称略、順不同）

北海道 伊達市 堀井　敬太 三重県 朝日町 矢野　純男

北海道 石狩市 加藤　龍幸 三重県 伊勢市 鈴木　健一

北海道 福島町 鳴海　清春 三重県 度会町 中村　忠彦

北海道 木古内町 鈴木　慎也 三重県 南伊勢町 上村　久仁

北海道 八雲町 岩村　克詔 三重県 志摩市 橋爪　政吉

北海道 和寒町 奥山　盛 三重県 熊野市 河上　敢二

北海道 小平町 関　次雄 三重県 御浜町 大畑　覚

北海道 苫前町 福士　敦朗 滋賀県 長浜市 浅見　宣義

北海道 遠軽町 佐々木　修一 滋賀県 野洲市 栢木　進

北海道 壮瞥町 田鍋　敏也 京都府 井手町 西島　寛道

北海道 洞爺湖町 下道　英明 大阪府 高槻市 濱田　剛史

北海道 日高町 大鷹　千秋 奈良県 王寺町 平井　康之

北海道 新得町 浜田　正利 奈良県 宇陀市 金剛　一智

岩手県 一関市 佐藤　善仁 島根県 益田市 山本　浩章

茨城県 水戸市 高橋　靖 島根県 吉賀町 岩本　一巳

栃木県 那須烏山市 川俣　純子 広島県 安芸太田町 橋本　博明

栃木県 塩谷町 見形　和久 広島県 三次市 福岡　誠志

新潟県 上越市 中川　幹太 広島県 府中市 小野　申人

新潟県 糸魚川市 米田　徹 徳島県 美馬市 加美　一成

富山県 南砺市 田中　幹夫 徳島県 佐那河内村 岩城　福治

石川県 能美市 井出　敏朗 徳島県 石井町 小林　智仁

長野県 生坂村 藤澤　泰彦 徳島県 牟岐町 枡富　治

長野県 佐久穂町 佐々木　勝 徳島県 松茂町 吉田　直人

長野県 根羽村 大久保　憲一 徳島県 板野町 玉井　孝治

長野県 川上村 由井　明彦 徳島県 東みよし町 松浦　敬治

長野県 南牧村 有坂　良人 愛媛県 大洲市 二宮　隆久

長野県 南相木村 中島　則保 高知県 四万十市 中平　正宏

長野県 北相木村 井出　利秋 高知県 いの町 池田　牧子

長野県 上田市 土屋　陽一 福岡県 小郡市 加地　良光

長野県 南箕輪村 藤城　栄文 福岡県 大刀洗町 中山　哲志

長野県 阿南町 勝野　一成 福岡県 大木町 広松　栄治

長野県 売木村 清水　秀樹 佐賀県 上峰町 武廣　勇平

長野県 木曽町 原　久仁男 佐賀県 みやき町 岡　毅

長野県 上松町 大屋　誠 佐賀県 大町町 水川　一哉

長野県 南木曽町 向井　裕明 熊本県 人吉市 松岡　隼人

長野県 木祖村 奥原　秀一 熊本県 和水町 石原　佳幸

長野県 王滝村 越原　道廣 熊本県 小国町 渡邉　誠次

長野県 大桑村 貴舟　豊 熊本県 甲佐町 甲斐　高士

長野県 麻績村 塚原　勝幸 熊本県 多良木町 吉瀬　浩一郎

長野県 筑北村 太田　守彦 熊本県 湯前町 長谷　和人

長野県 池田町 矢口　稔 熊本県 水上村 中嶽　弘継

長野県 松川村 須沢　和彦 熊本県 五木村 木下　丈二

長野県 白馬村 丸山　俊郎 熊本県 山江村 内山　慶治

長野県 小谷村 中村　義明 熊本県 球磨村 松谷　浩一

長野県 飯山市 江沢　岸生 熊本県 あさぎり町 北口　俊朗

岐阜県 多治見市 髙木　貴行 宮崎県 高鍋町　 黒木　敏之

愛知県 西尾市 中村　健 鹿児島県 薩摩川内市 田中　良二

三重県 桑名市 伊藤　徳宇 鹿児島県 湧水町 池上　滝一

三重県 木曽岬町 加藤　隆 計９７名  
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新桂沢ダム竣工式を開催 

国土交通省水管理・国土保全局治水課 

  

令和６年６月９日（日）、北海道三笠市内において、斉藤国土交通大臣出席のもと新桂沢ダム竣工

式を開催しました。 

 

主  催：北海道開発局札幌開発建設部 

出席者：斉藤国土交通大臣、鈴木北海道知事（代理 副知事） 

地権者の皆様 

三笠市長、岩見沢市長、美唄市長、夕張市長、赤平市長、砂川市長、月形町長、 

新篠津村長、流域自治体の皆様 

衆議院議員、参議院議員の皆様 

北海道議会議員の皆様、地元市議会議員の皆様 

利水者の皆様、地元関係者並びに施工者の皆様 

 

幾春別川総合開発事業は、昭和３２年に完成した北海道で最初の多目的ダムである桂沢ダムを

嵩上げする新桂沢ダムと、幾春別川支川の奔別川に新たに建設する三笠ぽんべつダムの２つのダ

ム整備により、流域の洪水被害を軽減し、広い地域に水を供給する事業です。 

今般竣工した新桂沢ダムは、直轄事業初の同軸嵩上げにより、堤体を約 12ｍ嵩上げすることで、

総貯水容量を約 1.6 倍に増強する「ダム再生」の先駆けとなるものです。    

新桂沢ダムの完成により、幾春別川及び石狩川流域の治水・利水の要として、これまで以上に効

果を発揮するとともに、ダムの落差や放流水を生かした水力発電を増強することで、カーボンニュー

トラルにも大きく貢献します。 

新桂沢ダムは、平成２年の建設事業着手から３４年の月日を経て、竣工式を迎えることができまし

た。貴重な土地をご提供頂きました地権者の皆様をはじめ、本事業の実施にあたりご協力を頂いた

全ての皆様に対し、心より深く感謝を申し上げます。 
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嵩上げ前の桂沢ダムと嵩上げイメージ 

位置図 
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試験湛水が満水に達した新桂沢ダム（令和５年１２月） 

新桂沢ダムの竣工を祝うくす玉開披 
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制定５０周年 河川愛護月間 
（７月１日～７月３１日） 

～ せせらぎに ぼくも魚も すきとおる ～ 

 

国土交通省水管理・国土保全局治水課 

  

河川は、私達の生活にうるおいとやすらぎ

を与えてくれる貴重な水と緑の空間であり、

良好な河川空間への国民の関心はますます

高まっています。 

 そこで、国土交通省では、河川が地域住民

の共有財産であるという認識の下に、河川に

ついての理解と関心を深め、地域住民、市民

団体や関係行政機関等による流域全体の良

好な河川環境の保全・再生を積極的に推進す

るとともに、河川愛護意識が広く国民の間で

醸成されることを目的として、７月を「河川

愛護月間」と定め、河川愛護運動を実施して

います。 

 月間制定から５０周年を迎える本年度に

おいても、各地方整備局等、都道府県、市町

村が主体となって、地域住民、河川愛護団体、

関係行政機関等の協力を得て、河川愛護運動

を積極的に展開することとしています。 

 月間中は、ポスター、チラシ等により広報

活動に取り組むとともに、河川クリーン作戦、

絵画コンクール、「水辺で乾杯」等、地域の

実情に応じたさまざまな河川愛護運動を実

施します。（別紙１参照） 

 特に、河川のふれあい点検、水面利用・川

下り、川の指導者等の人材育成の支援など、

河川での地域住民、市民団体等とのコミュニ

ケーションの充実を積極的に図ることとし

ております。 

 また、これらの活動に加え、河川愛護月間

の推進事業として例年好評をいただいてお

ります絵手紙の募集も行うこととしており

ます。（別紙２参照） 

 これらの行事に、一人でも多くの方にご参

加いただき、河川愛護運動の主旨をご理解い

ただきますよう、一層の御協力をお願いいた

します。 

 

令和６年度「河川愛護月間」実施要綱 

 

１．目的 

 この運動は、身近な自然空間である河川へ

の国民の関心の高まりに応えるため、地域住

民、市民団体と関係行政機関等による流域全

体の良好な河川環境の保全・再生への取り組

みを積極的に推進するとともに、国民の河川

愛護意識を醸成することを目的とする。 

 

 

 

２．期間 

令和 6年 7月 1 日(月）から 7月 31日(水)まで 

 

３．主催 

  国土交通省、都道府県、市町村 

 

４．後援 

  内閣府、ＮＨＫ、一般社団法人日本新聞協会、

一般社団法人日本民間放送連盟 

 

治 水 第８３６号 令和６年６月２０日発行               
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５．協賛 

  公益社団法人日本河川協会、公益財団法人

リバーフロント研究所、公益財団法人河川財

団、全国治水期成同盟会連合会、全国水防管

理団体連合会、一般社団法人建設広報協会、

一般財団法人河川情報センター、一般財団法

人渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団、

全国建設弘済協議会、一般社団法人全国海岸

協会 

 

６．運動の推進標語 

  せせらぎに ぼくも魚も すきとおる 

 

７．運動の重点 

・地域や流域全体と一体となった良好な河

川環境の保全・再生 

・地域社会や流域全体と河川との関わりの

再構築 

・河川愛護意識の醸成 

・河川の適切な利用の推進 

 

８．実施要領 

河川管理者は、地域住民、市民団体、関係

行政機関等と協力し、この月間中に、河川愛

護の意識が広く国民の間で醸成されるよう、

次に掲げる活動及び地域の実情に応じた多

様な活動を展開するものとする。 

（１）地域や流域全体と一体となった良好な

河川環境の保全・再生 

イ．良好な河川環境の保全・再生 

良好な河川環境を保全・再生するた

め、地域住民、市民団体等が主体とな

って行う河川環境の保全・再生等に関

する活動を積極的に支援する。 

ロ．河川の美化 

月間中に「川のクリーン作戦」等を

企画し、河川に関わる市民団体、町内

会、関係行政機関等と協力しつつ河川

美化を推進する活動を行うとともに、

堤防、河川敷等に廃棄されたゴミの一

斉清掃等を行う。 

（２）地域社会や流域全体と河川との関わり

の再構築 

イ．地域住民、市民団体等と協力した河

川の点検等 

すべての人々が親しみやすい河川空

間にするため、地域住民、市民団体等

と河川管理者が協力して、川へのアク

セスや利用について点検する機会を設

け、今後の川づくりに反映させる。 

ロ．水面の利用、川下り等 

多くの河川で、カヌー、ボート、イ

カダ等による河川の水面利用が行われ

るようになっている。地域住民、市民

団体等による河川の水面利用を体験す

る活動を支援するとともに、河川の水

面利用の安全点検を河川利用者と河川

管理者が協力して行う。 

ハ．川の指導者等の人材育成の支援 

川に対する基本的な知識、川での

様々な遊び、地域の歴史・文化等を教

えることのできる「川の指導者」等の

人材を育成し、それぞれの地域で子ど

もに対して川での遊び方を教える活動

等を支援する。 

ニ．河川に関する地域住民等とのコミュ

ニケーションの充実 

河川は、地域の水循環の主軸で、地

域の文化、風土等とのつながりを有し

ている。このため、川や流域に関する

情報の積極的な提供に努め、関係機関

や地域住民、市民団体等とのコミュニ

ケーションの充実を図る。 

（３）河川愛護意識の醸成 

イ．河川についての広報活動の実施 

報道関係機関等の協力を得て、積極的 

治 水 第８３６号 令和６年６月２０日発行               



9 

 

に河川に関する広報活動を行う。 

広報誌、ポスター、ステッカー、WEB

ツール等を活用し、この月間の趣旨に

ついて、地域住民、市民団体、河川利

用者等への浸透を図る。 

ロ．河川愛護団体への支援等 

河川愛護団体への支援に努め、必要

に応じて表彰等の措置を講じ、河川愛

護意識の醸成を図る。  

ハ．各種行事の開催 

７月７日が「川の日」であることも踏

まえ、「川の日」と連携した講演会、

シンポジウム、河川に関する写真、絵

画、作文のコンクール、「水辺で乾杯」

等を積極的に開催する等により、河川

愛護意識の醸成を図る。 

 

（４）河川の適切な利用の推進   

イ．関係行政機関が共同して河川のパト

ロールを実施する等、河川利用者等に

対し河川の適切な利用に関する指導

等を行う。 

ロ．地域において、住民の日常的な河川

空間の利用が促進され、地域づくり、

まちづくりにおいて活かされるよう

関係機関との連携の強化を図る。 

（５）河川水難事故防止週間における啓発活

動の実施 

イ．近年多発する河川水難事故を受け、

７月１日から７日までを河川水難事

故防止週間とする。 

ロ．出前講座の集中的な実施等による河

川水難事故防止に関する啓発活動を

行う等により、河川利用者に対し川を

利用する際の安全意識の向上を促す。
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「河川愛護月間」絵手紙募集要領 

 

１．目的 

「河川愛護月間（７月１日～７月３１日）」にお

ける広報活動の一環として、平成１８年度より同

月間推進事業として絵手紙作品を募集してきま

した。令和６年度も、昨年度に引き続き、絵手紙

を未就学児から一般の方まで広く募集し、河川

愛護意識の高揚を図ることとします。 

 

２．応募規定 

①募集内容 

・テーマ 

「川遊び～川での思い出・川への思い～」 

・募集作品 

川遊びで川に潜ったり、川の生き物を観察し

たなど、川での体験や川と触れ合い感じた「川

での思い出や川への思い」を文章にし、絵と組

み合わせて描いた「絵手紙」を募集します。 

デザイン、彩色、画材は自由です。（写真は

応募できません。） 

②応募資格 

河川愛護月間の趣旨に賛同して頂ける方。

年齢、性別、職業などの制限はありません。（応

募できる作品は一人一作品です。） 

③応募作品のサイズ 

郵便はがきサイズ（100mm×148mm） 

④応募方法 

応募作品の裏面に必ず氏名、住所、電話番

号のほか、小学生・中学生・高校生は学校名と

学年を明記の上、下記送付先へ応募してくださ

い。 

（氏名、住所及び学校名にはふりがなを付け

てください。） 

※ 未就学児についても、保育園や幼稚園等

に通っている場合は、園名と学年を明記してく 

 

 

ださい。 

※ご記入頂いた個人情報は、応募作品の審査

に関する確認、審査結果連絡の目的以外には

使用いたしません。 

⑤応募上の注意 

・応募作品の使用・著作権は、国土交通省に帰

属します。 

・応募作品は、未発表のオリジナル作品に限り

ます。 

・応募作品は、返却いたしません。 

⑥締め切り 

令和６年１０月１１日（金）まで（当日必着） 

 

３．審査方法 

水環境の専門家、マスコミ関係者、美術の専

門家等で構成する審査会において審査を行

い、入賞作品を決定いたします。 

 

４．入選の発表 

審査終了後に、入賞者や学校等に通知する

とともに、国土交通省ホームページ、機関誌等

にも掲載します。 

 

５．作品使用 

優秀作品は、来年度の「河川愛護月間」ポス

ター、チラシ等に使用するほか、「河川愛護月

間」の推進に幅広く活用します。 

 

６．賞 

最優秀賞（国土交通大臣賞）            １点 

優秀賞（国土交通事務次官賞）           ６点 

優良賞（国土交通省水管理・国土保全局長賞）８点 

審査員特別賞                     ５点 
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７．表彰 

国土交通省から賞状を、協賛団体から副賞

を贈呈します。 

＜副賞＞ 

最優秀賞（国土交通大臣賞） 

楯及び図書カード２万円分 

優秀賞（国土交通事務次官賞） 

楯及び図書カード３千円分 

優良賞（国土交通省水管理・国土保全局長賞） 

図書カード３千円分 

審査員特別賞 

図書カード２千５百円分 

 

８．送付先・問い合わせ先等 

（送付先) 

〒１００－８９１８  

東京都千代田区霞が関２－１－３ 

国土交通省水管理・国土保全局治水課内 

「河川愛護月間」絵手紙募集係 

 

（問合せ先等） 

国土交通省水管理・国土保全局治水課管理係 

０３－５２５３－８１１１（内線３５６６３） 

ＨＰアドレス

http://www.mlit.go.jp/river/aigo/index.html 
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海岸愛護月間（７月１日～７月３１日）について 

－美しく、安全で、いきいきした海岸を目指して－ 

 

国土交通省水管理・国土保全局海岸室 

 

海岸は、古くから生活の場や祭り等の交

流の場、海上交通との接点や漁業等の生産

活動の場として利用されているほか、住民に

うるおいと安らぎをもたらす憩いの場として親

しまれてきております。同時に、観光立国を

目指す上で観光やレジャーの拠点となった

り、ビーチバレーやコンサート等の様々なイ

ベントが一年を通じて開催されるなど、海岸

利用のニーズは多様化するとともに拡大し

つつあります。このように海岸は、貴重な生

活空間として、また共通の財産として、人々

がふれあうことができるように、常に良好な状

態に保つ必要があります。 

国土交通省においては、国土保全を図り

ながら、良好な海岸環境の保全と創出、適

正な海岸の利用を推進しているところですが、

最も大切なことは、国民一人一人が海岸に

親しみを持ち、海岸を愛する心を持つことで

す。 

そこで、昭和４７年度から毎年７月の１ヶ月

間を「海岸愛護月間」と定めて、海岸に対す

る理解と関心を深めるとともに、海岸愛護思

想の普及・啓発、及び防災意識の向上に努

めることとしております。なお、平成１４年度よ

り海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本

の繁栄を願う「海の日」の趣旨も追加して普

及・啓発に取り組んでいます。 

海岸愛護月間中は、関係都道府県等との

共催、各種団体の後援により次のような海岸

愛護運動を予定しておりますので、一人でも

多くの方々に参加をしていただきますととも

に、海岸愛護運動に一層の御理解と御協力

をお願いいたします。 

 

１．推進標語 

『美しく、安全で、いきいきした海岸を目指し

て』 

 

２．海岸愛護思想の普及と啓発 

(1) 海岸に関する広報活動の実施 

報道機関等の協力を得て海岸に関する

広報活動を積極的に実施します。 

また、ポスター等を活用し、この運動の趣

旨を沿岸地域住民の皆さんへ広くＰＲしま

す。 

(2) 海岸愛護団体の育成等 

沿岸地域住民の皆さんの協力を得て、海

岸愛護団体の組織化及び育成強化に努め、

顕彰等の措置を通じて海岸愛護思想の高

揚を図るとともに、現在２９海岸で２６団体が

指定されている「海岸協力団体」制度の普及

に努めます。また、「海岸協力団体」が活動

しやすい環境づくり等についても引き続き検

討を進めます。 

(3) イベント等の実施 

海岸に関する認識を深め、海岸愛護思想

の一層の普及を図るため、月間内に講演会、

シンポジウムや見学会等の各種イベントを開

催します。 

 

３.海岸清掃等による良好な海岸環境の創出 

海岸における良好な景観及び環境を保 
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全するため、都道府県、地域住民、民間団

体、関係地方公共団体、関係行政機関等地

域の多様な主体が参加・連携をして、海岸、

海浜に投棄された空き缶等のゴミの清掃等

を行い、快適で潤いのある海岸環境の創出

を積極的に推進します。 

 

４．海岸の適正な利用の確保 

関係機関が協同して海岸のパトロールを

実施することなどにより、沿岸住民や利用者

に対して海岸の適正な利用をアピールしま

す。 

(1) 海岸や海浜をみだりに自動車、資材等

の置き場や作業場等として使用しないよう

注意を促すとともに、ゴミ等の投棄の防止

を図ります。 

(2) 海岸や海浜を不法に占用している場合

においては、許可が可能なものは速やか

に所定の手続きを指導します。その他のも

のは速やかに是正するとともに、占用を許

可したものについても適正な維持管理の

指導を行います。 

(3) 海岸保全施設の維持に支障が生じる恐

れがあるもの、他の利用者の迷惑になるも

の等について、適切な状況にするように

指導します。 

５．防災意識の向上 

南海トラフ巨大地震や台風等に備え、被

害を最小限にすることを目的として、本月間

の実施にあわせて、津波・高潮災害のパネ

ル展示や啓発ビデオによる広報活動の実施、

津波・高潮避難訓練、津波・高潮ハザードマ

ップの配布などを行い、沿岸地域住民皆さ

んなどの防災意識の向上を図ります。 

 

６．国土交通省が後援を予定している 

イベント 

第３９回海岸愛護写真コンクール 

① 目的 

私たちにうるおいとやすらぎ与えてくれる

貴重な空間である海岸を大切にしていくとい

う愛護思想の普及を図る 

②スケジュール 

    写真募集期間 

令和６年８月～１１月（予定） 

    入賞作品決定 

令和７年３月末（予定） 

    入賞作品展示 

令和７年７月（予定）  

国土交通省１Ｆロビー等 

③主催 

一般社団法人 全国海岸協会 

https://www.kaigan.or.jp 
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森と湖に親しむ旬間 

（令和６年 7 月 21 日～31 日） 

 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 

 

   ・呼びかけ統一標語 

       ふれあいさわやか 森と湖 

       もう一つ ふるさと見つけた 森と湖 

       さわやかな 心のオアシス 森と湖 

 

  ・統一シンボルマーク 

 
 

農林水産省及び国土交通省では、毎年 7 月 21 日から 31 日までを「森と湖に親しむ旬間」

と位置づけ、イベントを中心とした様々な取り組みを昭和 62 年度より実施しています。 

この旬間は、国民の皆様に森林や湖に親しんでいただくことで、心と体をリフレッシュしなが

ら、森林やダム等の重要性について理解を深めていただくことを目的として定めたものです。 

本年度も旬間中は農林水産省、国土交通省、独立行政法人水資源機構、都道府県、市町

村等が主催者となり、全国各地の管理ダムを中心としたダムの堤体内・発電所・水源林の見学

会や周辺でのレクリエーション等が実施されるほか、ホームページ、チラシ等により広報活動を

展開していきます。本旬間期間における全国のイベント情報は、国土交通省水管理・国土保

全局のホームページに順次掲載する予定です。 

http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/campaign/shunnkan/index.html 

 

以下に、本旬間の実施要綱を紹介します。 

 

令和６年度「森と湖に親しむ旬間」実施要綱 

 

１．目的 

国民に森と湖に親しむ機会を提供することによって、参加者の心身をリフレッシュすると

ともに、森林、ダム、河川等の重要性について、国民の関心を高め、理解を深めることを目

的とする。
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２．期間 

  令和６年７月２１日（日）～７月３１日（水） 

 

３．主催 

  農林水産省、国土交通省、独立行政法人 水資源機構、都道府県、市町村 

 

４．後援（予定） 

  内閣府、ＮＨＫ、一般社団法人 日本新聞協会、 

一般社団法人 日本民間放送連盟 

 

５．協賛（予定） 

公益社団法人 日本河川協会、一般財団法人 国土技術研究センター、 

一般財団法人 河川情報センター、公益財団法人 河川財団、 

一般財団法人 日本ダム協会、一般社団法人 ダム・堰施設技術協会、 

一般財団法人 ダム技術センター、一般財団法人 水源地環境センター、 

全国治水期成同盟会連合会、一般社団法人 全国治水砂防協会、 

一般社団法人 建設広報協会、全国建設弘済協議会、 

公益社団法人 国土緑化推進機構、一般社団法人 日本治山治水協会、 

全国森林組合連合会、一般社団法人 全国森林土木建設業協会、 

一般社団法人 日本林業協会、一般社団法人 日本林業土木連合協会、 

一般社団法人 全国木材組合連合会、一般社団法人 日本森林技術協会、 

一般財団法人 日本森林林業振興会 

 

６．行事等の実施主体等 

（１）実施主体 

 農林水産省、国土交通省、（独）水資源機構、各地方公共団体、マスコミ関係機関、民間企

業等の主催や協力により各種行事が実施されるよう調整する。 

 

（２）実施場所 

 全国各地の森林、全ての管理中のダム（国・機構・都道府県）及び可能な限り多くの利水ダ

ムにおいて行うことを目標とする。 

 

７．実施内容等 

（１）行事実施の考え方 

水と緑に恵まれた自然豊かな森と湖に集い、自然環境に親しみ、人と人との交流を深め、

やすらぎやうるおいを感じてもらうことを通して森と湖の大切さを理解することを目的に、全国

各地の水源地域等において各種行事、広報活動等を実施する。
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「一日ダム管理職員」(湖面巡視) 

小里川ダム：岐阜県恵那市 

 

 

 

（２）実施内容 

ア．森林、ダム、湖沼の美しさ、快適さを享受するための行事等の実施 

イ．森林、ダム、湖沼に対する理解、関心を深めるための行事等の実施 

ウ．森と湖のある上流水源地域住民と下流都市地域住民との交流 

エ．WEB 等による森林やダムの情報発信等の実施 

オ．その他 

 

 

【昨年度の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＳＵＩＳＡＩ２０２３＆森と湖に親しむ旬

間」(ダムタッチ) 

嘉瀬川ダム：佐賀県佐賀市 

「田瀬湖湖水まつり」及び「ウォータースポーツ

フェスティバル」（E ボートレース） 

田瀬ダム：岩手県花巻市 

「殿ダム一般開放～森と湖に親しむ旬間～」 

(ダム内探検) 

殿ダム：鳥取県鳥取市 
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二瀬ダム：埼玉県秩父市 滝沢ダム：埼玉県秩父市 
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浦山ダム：埼玉県秩父市 

合角ダム：埼玉県秩父市 

「秩父４ダム探検隊が往く！」（ダム見学） 

 


